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(57)【要約】
【課題】容器内部における紙葉状海苔の収容位置での安
定度を高めて、収まりよくすることで、見栄えがするよ
うに紙葉状海苔を収容でき、且つ収容された紙葉状海苔
の全体をムラなく平均的に乾燥させることができる紙葉
状海苔包装体を提供する。
【解決手段】紙葉状海苔包装体(P)は、自立型包装容器(
1)と、紙葉状海苔(2)とで構成されている。自立型包装
容器(1)は、胴部(110)下側が筒状で、胴部(110)の下端
寄りに下方向側へ膨らむよう湾曲した曲面形状の底部(1
11)を有し、透明又は透視できる程度の半透明で変形性
を有するプラスチック製のパック容器(11)と、底部(111
)に収容され、底面(193)が底部(111)に収まる形状を有
し、シート(192)上面が平面形状を有する、乾燥剤入り
容器(19)とを備える。紙葉状海苔(2)は、所要枚数を重
ね、それぞれの下端を乾燥剤入り容器(19)のシート(192
)上面に載せて満遍なく配置するようにして、自立型包
装容器(1)に収容されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その下側が筒状に形成された胴部と、該胴部の下端寄りに下方向側へ膨らむよう湾曲し
て形成された曲面形状の底部を有し、一部又は全部が透明又は透視できる程度の半透明な
プラスチック製であると共に変形性を有するパック容器と、
　その底面が前記パック容器の前記底部に収まる形状をなすと共に、その上面が平面形状
をなす容器とを備える
　包装容器。
【請求項２】
　前記容器が通気性を有し、前記容器内部に乾燥剤が収容されている
　請求項１の包装容器。
【請求項３】
　前記容器の上面が、平面視で円形状、又は楕円形状である
　請求項１又は２の包装容器。
【請求項４】
　前記容器が、パック容器内部の底部上面に沿うようにつくられた空間に全体が収まる
　請求項１、２又は３の包装容器。
【請求項５】
　その下側が筒状に形成された胴部と、該胴部の下端寄りに下方向側へ膨らむよう湾曲し
て形成された曲面形状の底部を有し、一部又は全部が透明又は透視できる程度の半透明な
プラスチック製であると共に変形性を有するパック容器と、その底面が前記パック容器の
前記底部に収まる形状をなすと共に、その上面が通気性を有する平面形状をなす容器と、
該容器に収容された乾燥剤とを備える包装容器と、
　所要枚数を重ね、それぞれの下端を前記容器の上面に載せて満遍なく配置するようにし
て、前記包装容器に収容されている紙葉状海苔とを備える
　紙葉状海苔包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装容器及びそれを使用した紙葉状海苔包装体に関するものである。更に詳
しくは、包装容器内部における内容物の収容位置での安定度を高めて、収まりよくするこ
とで、見栄えがするように内容物を収容できる包装容器及びそれを使用した紙葉状海苔包
装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、一般にスタンドパックと称される包装容器は、容器自身が自立することができ
、しかも変形が可能であるので、特に液体や粘性体、或いは流動性固体の包装において、
優れた機能性を有している。すなわち、多数を箱詰めする等の包装の際には、互いに隙間
なく詰めることができるので収容性に優れ、また、ボトルのように立てて並べることがで
きるので、陳列性、つまりディスプレイ効果に優れている。
【０００３】
　このような包装容器は、例えば胴部が筒状で、この胴部の下端寄りに下方向側へ膨らむ
よう湾曲した曲面形状の底部を有する構成を備えている（特許文献１参照）。
　また、包装容器は、優れた機能性を有しているので、液体や粘性体、或いは流動性固体
に限らず、様々な形態の商品の包装用として利用されるようになってきた。例えば、いわ
ゆる味海苔等、紙葉状海苔もその一つである。
【０００４】
　紙葉状海苔をスタンドパックのような包装容器で包装する場合、一般には図４に示すよ
うな形態が採用されている。
　この紙葉状海苔包装体４では、紙葉状海苔４２を、ほぼ一枚の広さの狭い範囲で重ねて
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塊になった状態で、パック容器４０の下方向側へ膨らむよう湾曲した曲面形状を有する底
部４１の中央部分に載せて収容している。そして、薄手の袋入り乾燥剤４３を、紙葉状海
苔４２の塊の側部（紙葉状海苔４２の重なり方向の外側）に重なるようにして収容してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－１２７５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の包装容器及び紙葉状海苔包装体には、次のような課題があった。
　すなわち、パック容器の底部が下方向側へ膨らむよう湾曲した曲面形状であるため、底
部の中央部両側は斜面となっている。このため、液体や粘性体、或いは流動性固体等を除
いて、内容物の形状によっては、内容物が底部に載ったときに安定しにくく、見栄えがし
ない場合があった。
【０００７】
　また、内容物が紙葉状海苔の場合では、狭い範囲で重ねて塊になった状態で、下端両側
の角部を底部に当て、底部の中央部分に載せて収容しないと安定しない。このような形態
で紙葉状海苔を包装した包装体は、容器の中央部分だけが、重なった紙葉状海苔の厚みの
分だけ不自然に厚くなっており、しかも重なった紙葉状海苔の両側に、必然的に比較的大
きな空隙が形成されるので見栄えがしなかった。
【０００８】
　また、袋入り乾燥剤は、紙葉状海苔の塊の側部に重なるように収容されており、袋入り
乾燥剤と接触する紙葉状海苔の接触面が平面であるために、袋入り乾燥剤は通気が妨げら
れやすい箇所に位置していることになる。
【０００９】
　したがって、袋入り乾燥剤に近い側の海苔がより乾燥しやすく、特に湿分を含む外気が
侵入する開封後は、反対の遠い側の海苔との乾燥の具合に差が出やすかった。このため、
紙葉状海苔は、重なりの位置によって食味や歯触りが違ってくることがあり、好ましくな
かった。
【００１０】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであり、包装容器内部における内容物の収
容位置での安定度を高めて、収まりよくすることで、見栄えがするように内容物を収容で
きる包装容器を提供することを目的とするものである。
【００１１】
　また、本発明は、包装容器内部における紙葉状海苔の収容位置での安定度を高めて、収
まりよくすることで、見栄えがするように紙葉状海苔を収容でき、且つ収容された紙葉状
海苔の全体をムラなく平均的に乾燥させることができる紙葉状海苔包装体を提供すること
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために本発明が講じた手段は次のとおりである。
【００１３】
　本発明は、その下側が筒状に形成された胴部と、該胴部の下端寄りに下方向側へ膨らむ
よう湾曲して形成された曲面形状の底部を有し、一部又は全部が透明又は透視できる程度
の半透明なプラスチック製であると共に変形性を有するパック容器と、その底面が前記パ
ック容器の前記底部に収まる形状をなすと共に、その上面が平面形状をなす容器とを備え
る包装容器である。
【００１４】
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　本発明の包装容器においては、前記容器が通気性を有するようにし、前記容器内部に乾
燥剤を収容することもできる。
【００１５】
　この場合は、乾燥剤で包装容器内部の吸湿を行うことで、包装状態で内容物を乾燥させ
ることができ、包装容器を開封した後、封止及び開封を繰り返す場合も、内容物が湿気る
ことを防止できる。
【００１６】
　本発明の包装容器においては、前記容器の上面を、平面視で円形状、又は楕円形状につ
くることもできる。
【００１７】
　この場合は、容器上面の外縁部形状に沿うパック容器の胴部の形状も、平面視でほぼ円
形状、又はほぼ楕円形状となる。このように、パック容器の胴部の下部側が比較的広く開
くことになるので、内容物の収容を人の手で行う場合、作業がしやすく、作業効率が上が
ることが期待できる。
【００１８】
　本発明の包装容器においては、前記容器を、パック容器内部の底部上面に沿うようにつ
くられた空間に全体が収まるようにすることもできる。
【００１９】
　この場合は、容器が、パック容器内部の底部上面に沿うようにつくられた空間に、より
安定的に収まる。これにより、例えば包装容器の姿勢が変わったときにも、容器が底部か
ら殆どずれないかずれにくく、内容物の収まりを崩すことを防止できる。
【００２０】
　本発明は、その下側が筒状に形成された胴部と、該胴部の下端寄りに下方向側へ膨らむ
よう湾曲して形成された曲面形状の底部を有し、一部又は全部が透明又は透視できる程度
の半透明なプラスチック製であると共に変形性を有するパック容器と、その底面が前記パ
ック容器の前記底部に収まる形状をなすと共に、その上面が通気性を有する平面形状をな
す容器と、該容器に収容された乾燥剤とを備える包装容器と、所要枚数を重ね、それぞれ
の下端を前記容器の上面に載せて満遍なく配置するようにして、前記包装容器に収容され
ている紙葉状海苔とを備える紙葉状海苔包装体である。
【００２１】
（作用）
　本発明に係る包装容器及び紙葉状海苔包装体の作用を説明する。
（包装容器の作用）
　包装容器は、パック容器の胴部内部の底部に、上面が通気性を有し平面形状を有する容
器を収容して構成されている。これにより、収容される内容物を載せる部分は、従来の容
器のように、曲面形状を有する底部ではなく、容器の平面形状を有する上面となる。
【００２２】
　パック容器の、その下側が筒状に形成された胴部は、胴部に充分な剛性を付与すれば、
自立性を有する容器となり、ボトルのように立てて並べることができるので、陳列性、つ
まりディスプレイ効果に優れる。
【００２３】
　パック容器の、胴部の下端寄りに下方向側へ膨らむよう湾曲して形成された曲面形状の
底部は、胴部下側の筒形状を保つための支える部分及び補強となり、容器を安定的に収容
する空間をつくることができる。
【００２４】
　パック容器は、一部又は全部が透明又は透視できる程度の半透明なプラスチック製であ
るので、パック容器内部の内容物の形や状態を外部から見ることができる。
　また、パック容器は、変形性を有するので、包装容器を多数箱詰めする等の包装の際に
は、互いに隙間なく詰めることができ、収容性に優れる。
【００２５】
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　容器は、その底面がパック容器の底部に収まる形状をなすので、容器が安定し収まりが
よく、包装容器の姿勢が変わったときにも、容器が底部からずれにくい。
【００２６】
　また、容器は、その上面が平面形状をなすので、内容物を上面のどこに載せても内容物
が安定しやすい。したがって、内容物を上面の全体に満遍なく載せる場合も、安定させた
状態で載せることができる。また、このような形態で内容物を収容すれば、従来のように
包装容器内部に無駄に大きな空隙が形成されることがなく、内容物にもボリューム感があ
るため見栄えがする。
【００２７】
（紙葉状海苔包装体の作用）
　紙葉状海苔包装体は、包装容器に紙葉状海苔を収容した構成である。紙葉状海苔は、通
常は多数重ねられて収容されており、紙葉状海苔を上面の全体に満遍なく載せるときに、
安定させた状態で載せることができる。このようにして、紙葉状海苔を包装容器に収容し
て包装することで、従来のように包装容器内部に無駄に大きな空隙が形成されることがな
く、紙葉状海苔にもボリューム感があるため見栄えがする。
【００２８】
　また、包装容器は、乾燥剤を収容した容器を底部上側に配置して収容している。紙葉状
海苔は、多数重ねられて、下端を乾燥剤を収容した容器の上面に載せて満遍なく配置され
ており、紙葉状海苔の重なり方向の厚さ及び並び方向の幅は、乾燥剤を収容した容器の通
気性を有する上面によってほぼカバーされている。また、紙葉状海苔のそれぞれの間には
、表面が粗い分、僅かな空隙があり、これが通気路となって、容器内の乾燥剤で紙葉状海
苔全体の乾燥をムラなく平均的に行うことができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明は、包装容器内部における内容物の収容位置での安定度を高めて、収まりよくす
ることで、見栄えがするように内容物を収容できる包装容器を提供することができる。
【００３０】
　また、本発明は、包装容器内部における紙葉状海苔の収容位置での安定度を高めて、収
まりよくすることで、見栄えがするように紙葉状海苔を収容でき、且つ収容された紙葉状
海苔の全体をムラなく平均的に乾燥させることができる紙葉状海苔包装体を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の自立型包装容器の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】本発明の紙葉状海苔包装体の一実施形態を示す正面図である。
【図３】図２におけるＡ－Ａ断面図である。
【図４】従来の紙葉状海苔包装体を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明を図面に示した実施の形態に基づき詳細に説明する。
　図１ないし図３を参照する。
　図１には、包装容器である自立型包装容器１を表し、図２、図３には、自立型包装容器
１に内容物である多数の枚数の紙葉状海苔２を収容し包装した紙葉状海苔包装体Ｐを表し
ている。
【００３３】
　自立型包装容器１は、パック容器１１と、容器である乾燥剤入り容器１９を備えている
。
　パック容器１１は、変形性（又は柔軟性）を有すると共に、全部が透明なプラスチック
製である。なお、パック容器１１は、例えば収容した内容物が見える部分を透明にし、他
の部分に印刷で各種のデザインを施すこともできる。また、パック容器１１の透明部分は



(6) JP 2014-213901 A 2014.11.17

10

20

30

40

50

、透視できる程度の半透明にしてもよい。
【００３４】
　パック容器１１は、筒状の胴部１１０を有している。胴部１１０には、プラスチック素
材で自立型包装容器１を自立させるに充分な剛性（又は準剛性）が付与されている。胴部
１１０は、両側（図２で左右側）端部に、全高にわたり直線的に熱溶着された封止部１１
６、１１７を有している。胴部１１０は、下端寄りに、下方向側へ膨らむよう湾曲した曲
面形状の底部１１１を有している。底部１１１は、拡がったときに平面視でほぼ楕円形状
（但し、両側端部は封止部１１６、１１７へ向け狭まっている）となるように形成されて
いる。
【００３５】
　また、底部１１１は、胴部１１０の内面に、内部側を気密にできるように、周縁部が熱
溶着されている。なお、底部１１１の定着又は形成方法は、この方法に限定するものでは
なく、例えば接着剤を使用した接着、或いは胴部１１０をフィルムの多層構造として、内
面側の層で底部を形成する等、他の方法を採用してもよい。
【００３６】
　底部１１１の曲面形状は、外部底面側がほぼ部分円柱面状となっており、底部１１１の
中央部最深部分の高さは、胴部１１０の下端１１４よりやや高くなるように設定されてい
る。なお、底部１１１の曲面形状は、これに限定するものではなく、例えば椀形（又は外
面側が半球面状）等、他の構造としてもよいが、底部に収める乾燥剤入り容器の形状も、
それに対応した形状を採ることとなる。
【００３７】
　胴部１１０の上端１１２寄りには、内部を気密状態とすることができるプラスチック製
のファスナー１１３が、胴部１１０のほぼ全幅（封止部１１６、１１７を除く）にわたり
取り付けられている。ファスナー１１よりやや上側の封止部１１６、１１７部分には、同
じ高さで手切り用の切り込み１１８が形成されている。
【００３８】
　なお、胴部１１０の上端１１２側（ファスナー１１３より上側）は、乾燥剤入り容器１
９及び内容物を収容した後に封緘がされる。また、使用するファスナーの種類は、気密状
態と開放状態が切り替え可能なものであれば特に限定するものではない。
【００３９】
　乾燥剤入り容器１９は、パック容器１１内部の底部１１１上面に沿うようにつくられた
空間１１５に、後記するシート１９２が底部１１１の両端部（封止部１１６、１１７側の
端部）とほぼ同じ高さになり、全体が収まるようにして収容されている。
【００４０】
　乾燥剤入り容器１９は、プラスチック製の容器本体１９０を有し、容器本体１９０内部
には乾燥剤１９１が詰められている。容器本体１９０は、上部側が開口しており、開口部
周縁部にはフランジ１９４を有している。フランジ１９４の外縁部形状は、平面視で底部
１１１とほぼ同様の楕円形状である。
【００４１】
　容器本体１９０の開口部（符号省略）は、フランジ１９４上面に、通気性を有する上面
となる不織布製のシート１９２を張設することにより塞がれている。張設されたシート１
９２の上面は、平面状である。また、容器本体１９０の底面１９３は、パック容器１１の
底部１１１の形状にほぼ沿って収まるように、ほぼ部分円柱面状を有している。乾燥剤入
り容器１９は、シート１９２以外の部分に通気性を持たせることもできる。
【００４２】
　なお、容器本体１９０に収容するものとしては、例えばシリカゲル等の各種乾燥剤に限
定するものではなく、脱酸素剤やエタノール蒸散剤といった各種品質保持剤を収容するこ
ともできる。また、シート１９２の素材は、本実施の形態では不織布であるが、これに限
定するものではなく、例えば微細な貫通孔が多数形成されたプラスチック製のシート又は
フィルム、あるいは素材そのものに通気性を有する各種シート又はフィルムを採用するこ
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とができる。
【００４３】
（作用）
　本実施の形態の自立型包装容器１の作用を説明する。
　自立型包装容器１は、ボトルのように立てて並べることができるので、陳列性、つまり
ディスプレイ効果に優れる。
　また、自立型包装容器１は、パック容器１１の底部１１１に、通気性を有する上面であ
るシート１９２が平面形状を有する乾燥剤入り容器１９を収容して構成されている。これ
により、収容される内容物を載せる部分は、従来の容器のように、曲面形状を有する底部
ではなく、乾燥剤入り容器１９の平面形状を有するシート１９２の上面となる。
【００４４】
　パック容器１１の、胴部１１０の下端寄りに下方向側へ膨らむよう湾曲して形成された
曲面形状の底部１１１は、胴部１１０下側の筒形状を保つための支える部分及び補強とな
ると共に、乾燥剤入り容器１９を安定的に収容する空間１１５をつくることができる。な
お、底部１１１は、胴部１１０に剛性（又は準剛性）を付与する助けともなる。
【００４５】
　パック容器１１は、一部又は全部が透明又は透視できる程度の半透明なプラスチック製
であるので、パック容器１１内部の内容物の形や状態を外部から見ることができる。
　また、パック容器１１は、変形性を有するので、自立型包装容器１を多数箱詰めする等
の包装の際には、互いに隙間なく詰めることができ、収容性に優れる。
【００４６】
　そして、乾燥剤入り容器１９のシート１９２の上面が平面形状であることにより、内容
物をシート１９２の上面のどこに載せても内容物が安定しやすい。したがって、内容物を
シート１９２の上面の全体に満遍なく載せる場合も、安定させた状態で載せることができ
る。また、このような形態で内容物を収容すれば、従来のように自立型包装容器１内部に
無駄に大きな空隙が形成されることがなく、内容物にもボリューム感があるため見栄えが
する。
【００４７】
　また、乾燥剤入り容器１９のシート１９２が張設されているフランジ１９４の外縁部形
状は、平面視で底部１１１とほぼ同様の楕円形状有しているので、フランジ１９４の形状
に沿うパック容器１１の胴部１１０の形状も、平面視でほぼ楕円形状となる。このように
、パック容器１１の胴部１１０の下部側が比較的広く開くことになるので、内容物の収容
を人の手で行う場合、作業がしやすくなる。
【００４８】
　更には、乾燥剤入り容器１９は、パック容器１１内部の底部１１１上面に沿うようにつ
くられた空間１１５に、全体が収まるようにして収容されているので、例えば多くの部分
が底部１１１最上部から上に出ている場合と比較して、より安定的に収まる。
　これにより、内容物を包装した後で、例えば自立型包装容器１の姿勢が変わったときに
も、乾燥剤入り容器１９が底部１１１からずれたり飛び出したりしにくく、内容物の収ま
りを崩すことを防止できる。
【００４９】
　図２及び図３を主に参照する。
　紙葉状海苔包装体Ｐは、自立型包装容器１に多数の枚数の紙葉状海苔２を収容した構成
である。紙葉状海苔２は、長方形の紙葉状の乾燥海苔の表面に調味液をコーティングした
もので、湿分を嫌うものである。紙葉状海苔としては、表面に調味液をコーティングして
いない乾燥海苔を採用してもよい。なお、「紙葉状」の用語は、所要形状で比較的小片で
あるシート状物の意味を含む。
【００５０】
　紙葉状海苔２は、多数重ねられて、それぞれの位置を適宜ずらしながら、下端を乾燥剤
入り容器１９のシート１９２上面に載せて満遍なく配置されている。これにより、紙葉状
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海苔２の重なり方向（図３における左右方向）の厚さ及び並び方向（図２における左右方
向）の幅は、通気性を有するシート１９２上面によってほぼカバーされている。
【００５１】
（作用）
　本実施の形態の紙葉状海苔包装体Ｐの作用を説明する。
　紙葉状海苔包装体Ｐでは、紙葉状海苔２を満遍なく載せている乾燥剤入り容器１９のシ
ート１９２上面は平面状であるので、紙葉状海苔２全体を安定させた状態で載せて自立型
包装容器１内部に収容することができる。
　収容後は、自立型包装容器１のパック容器１１上端部（両切り込み１１８より上側）を
熱溶着等により封緘する。なお、封緘部は図２及び図３においては、図示を省略している
。
【００５２】
　このようにして、紙葉状海苔２を自立型包装容器１に収容して包装することで、従来の
ように自立型包装容器１内部に無駄に大きな空隙が形成されることがなく、紙葉状海苔２
にもボリューム感があるため見栄えがする。
【００５３】
　また、自立型包装容器１は、乾燥剤入り容器１９を底部１１１上側に配置し、シート１
９２を上にして収容している。シート１９２上面に載せられている紙葉状海苔２のそれぞ
れの間には、表面が粗い分、僅かな空隙があり、これが通気路となる。しかも、紙葉状海
苔２の重なり方向の厚さ及び並び方向の幅は、シート１９２上面によってほぼカバーされ
ている。これにより、乾燥剤入り容器１９による紙葉状海苔２全体の乾燥をムラなく平均
的に行うことができる。
【００５４】
　なお、紙葉状海苔２は割れたり欠けたりしやすいので、包装の際は、人の手で自立型包
装容器１に収容するのが一般的である。このとき、紙葉状海苔２を収容する前に、自立型
包装容器１の底部１１１上側に、上面であるシート１９２の形状が平面視でほぼ楕円形状
の乾燥剤入り容器１９を収容するので、紙葉状海苔２を収容する際には、自立型包装容器
１の胴部１１０は、すでに一度拡げられている。
　したがって、人の手による紙葉状海苔２の収容作業がしやすく、作業効率が上がること
が期待できる。
【００５５】
　なお、本明細書で使用している用語と表現は、あくまでも説明上のものであって、なん
ら限定的なものではなく、本明細書に記述された特徴およびその一部と等価の用語や表現
を除外する意図はない。また、本発明の技術思想の範囲内で、種々の変形が可能であると
いうことは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５６】
　Ｐ　紙葉状海苔包装体
　１　自立型包装容器
　１１　パック容器
　１１０　胴部
　１１１　底部
　１１２　上端
　１１３　ファスナー
　１１４　下端
　１１５　空間
　１１６、１１７　封止部
　１１８　切り込み
　１９　乾燥剤入り容器
　１９０　容器本体
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　１９１　乾燥剤
　１９２　シート
　１９３　底面
　１９４　フランジ
　２　紙葉状海苔

【図１】 【図２】
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